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ビ
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衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
東
京
国
際
空
港
（
羽
田
）
国
際
線
地
区
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
等
整
備
・
運
営
事
業
実
施

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
浮
体
に
対
す
る
工
作
基
準
い
わ
ゆ
る
建
設
業
法
準
用
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
た
」
と
の
御
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
東
京
国
際
空
港
Ｄ
滑
走
路
建
設
外
工
事
特
記
仕
様
書
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
滑
走
路
等
の

性
能
に
係
る
要
求
水
準
は
、
工
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
滑
走
路
が
長
期
間
に
わ
た
り
航
空
機
の
走
行
の
用
に
供
さ
れ
る
公
共
施

設
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
た
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
て
お
り
、
「
国
土
交
通
省
港
湾
局
と
建
設
業
界
の
癒
着
が
影
響
し

て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

二
に
つ
い
て

「
東
京
国
際
空
港
国
際
線
地
区
整
備
等
事
業
」
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ

ル
等
整
備
・
運
営
事
業
」
、
「
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
・
運
営
事
業
」
及
び
「
エ
プ
ロ
ン
等
整
備
等
事
業
」
の
三
事
業
に
区

分
し
、
今
後
そ
れ
ぞ
れ
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
募
の
方
法
に
よ
り
、
透
明
性
の
高
い
手
続

一



の
下
で
、
本
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
を
選
定
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
多
様
な
民
間
事
業
者
の
公
募
手
続
へ
の

積
極
的
な
参
加
を
期
待
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
よ
う
な
「
す
で
に
入
札
業
者
が
決
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

法
第
七
条
第
一
項
の
民
間
事
業
者
の
選
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
客
観
的
な
評
価
を
行
う
た

め
、
専
門
的
知
見
を
有
す
る
有
識
者
等
か
ら
な
る
「
有
識
者
等
委
員
会
」
を
設
置
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
が
、
具
体
的

な
委
員
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
未
定
で
あ
る
。

ま
た
、
国
が
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
し
た
本
事
業
の
実
施
方
針
に
記
載
す
る
「
応
募
者
の
参
加
資
格
要

件
」
（
以
下
「
参
加
資
格
要
件
」
と
い
う
。
）
は
、
多
様
な
民
間
事
業
者
の
積
極
的
な
参
加
を
可
能
と
す
る
た
め
、
必
要
最

小
限
の
も
の
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
過
去
、
国
内
空
港
の
設
計
や
運
営
を
行
っ
た
経
験
の
あ
る
企
業
は
、
入
札
で
き
な

い
ル
ー
ル
」
を
設
け
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

参
加
資
格
要
件
を
満
た
す
民
間
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
御
指
摘
の
「
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
利
用
者
と
な
る
航
空
会
社
」
に
つ

い
て
も
、
本
事
業
の
応
募
者
と
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

二


